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地域社会におけるコミュニティFM の
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1 。 は じ めに

① 研究の背景

地方分権化が具体的に事業化される中で、生活圏の広域化、地域社会の高齢化等の都市問題や多

様化する市民意識に対処しつつ、さまざまな参加型のまちづくりが展開されている。地域づくりに

おいて効果的で円滑な事業の実施には、自治体と住民、そして企業体の地域内での互いの協力体制

が問われ、活発な情報公開やコミュニケーションが求められている。

そのためには行政と住民との交流の機会が必要であり、コミュニティレベルでの対応が必要とさ

れている地方都市においては、地域のニーズを効率的に方策に還元できるような仕組みが必要であ

る。このように効率的なまちづくりを実施する上で地域情報の共有は重要であり、地域で活動する

住民や団体等の活動の認識や相互をつなげるアリーナとしての地域情報メディアの役割は大きい。

本研究ではコミュニティFM における特性に着目している。メディアの一つであるであるラジオ

は、誰でも使える簡易性と情報の単純性から、地方都市のような限られた範囲での情報発信・共有

に効果を発揮し、地域メディアとしての有効性も高いと考えられる。効果的に活用すれば、地域に

密接した情報の受発信を行うことで、まちづくりにおける行政と市民との距離を改善するツールと

して有益となり、行政と住民を媒介する重要な役割を持つ可能性と思われる。

② 研究の目的

本研究の目的は、まちづくりにおける地域情報の重要性に着目し、地域に密着した情報を提供で

きるコミュニティFM の、地域情報を受発信するツールとしての効果や地域特性との関連の分析と、

自治体と住民との協働のまちづくりに果たす地域情報共有ツールとしての妥当性の追究にある。本

稿では、現在全国に開局しているコミュニティFM 放送局に対しアンケート調査を実施し、運営状

況、まちづくりに対する意識、行政・住民とのかかわり方等の現状を明らかにし、まちづくりの観

点からコミュニティFM の実態を分析した。
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2 。 コ ミ ュニ テ ィFM の概 要

コミュニティFM は防災情報を中心とした地域に密着した情報を提供するため、平成4 年1 月に

郵政省により制度化された市町村に開設する超短波放送局（FM 放送局）である。原則として20W 以

下の必要最小限の空中線電力であり、地方都市の行政圏や生活圏とほぼ合致する10～20km の範囲

でカーラジオやFM ラジオ受信機での受信が可能である。営利や娯楽要素を強く追求した既存のAM

・FM ラジオのような情報発信とは違い、コミュニティFM は、地域性の高い放送活動を前提と

した「地域密着型メディア」である。

平成4 年に制度化され、函館市に放送局第1 号「FM いるか」が開局されてから現在まで、全国に162

局（平成15年現在）のコミュニティFM が存在している。年度別の開局状況を見ると、平成8 年

度に急速に開局数が増加しているが、その理由は、平成7 年1 月17日の阪神淡路大震災におけるFM

放送の果たした役割が評価されたことにあった。ライフラインが破壊され、情報の混乱する中、緊

急情報等に即時に対応できたのはラジオであった。

特徴としては、①市や町がエリアであり、地域内での情報を提供することが可能である（地域圏

域性）②地域住民が番組に出演する、メッセージを送るといった参加の要素が強く、情報を受信す

るだけでなく、発信できるといった双方向の機能がある（双方向性）③番組を通じて地域の特色を

生かした地域のきめ細かな情報を発信、情報を共有することができる（地域ディテール志向性）④

即時性・同時性の高い情報を提供でき、情報のやり取りにタイムラグが少ないため参加していると

いう感覚が得やすい（即時・同時性）といった点があげられる（図1 ）。

図1 コミュニティFM の4 つの特性

また、日本計画行政学会第26回全国大会{H15.9) においては、①地域に密着した情報を送受信す

る交流型のシステムツールの確立は、まちづくりに対する地域住民の意識改革や活動に対するポテ

ンシャルを高めている。②情報圏が日常の生活圏にほぽ合致するため、まちづくりや防災等の地域

テーマを共有できる。③自治体の事業に対する評価や地域住民のニーズの汲み上げ等に活用してい

る事例もあることから、将来的にパブリックアクセスのツールとして機能する可能性がある。④経



七 五三 木， 藤井 ：地 域社 会 にお ける コ ミュニ ティFM の 活動 につ い ての研 究
167

営的には、支援や組織活動などにさまざまな課題を抱えており、他の情報メディアとの関連で新た

な展開も見られる。まちづくりの視点から見た地域情報メディアとしてのコミュニティFM の特性

を定義し、コミュニティFM は自治体と住民を媒介し地域に密接した情報の受発信を行うことで、ま

ちづくりにおいて重要な役割を担う可能性があり、自治体と住民との距離を改善するツールとして

効果的であると結論づけた。

3 。 コミ ュ ニテ ィFM の現 状

（1) コミュニティFM の活動の実態に関するアンケート調査概要

現在全国に開局している167局（平成15年日月）のコミュニティFM 放送局に対し、運営状況の実

態・FM 局の特性の明確化と具体的なまちづくりに対する現状を把握するためのアンケート調査を

実施した。運営状況、まちづくりに対する意識、行政・住民とのかかわり方等の現状を明らかにし、

まちづくりの観点からコミュニティFM の実態を分析した。調査概要は以下の通りである（表1 ）。

対象 全国 のコミュニティFM 放送局167局(平 成15年11月)

鯛査方法 郵送配布・回収方式によるアンケート

調査期間 平 成16年2 月4 日～O 月20日

回収状況 80/167 局(回収率47.9%)

目的

コミュニティFM の実態・特性と以下の項目の明確 化

①自治体との関わり方、住民のまちづくりに対する意識

②地域社会や住民の地域に対するモチベーションの変化

③住民参加や住民団体とのかかわりについての現状

質問項目
1.FM 局の運営状況2. 住民参加の現状3. 行政との

かか わりあい4. まちづくり・地域に対する認識5. 局の
特色・特徴6. 問題点・課題

表1 アンケート概要

（2） 設立の傾向

① 運営形態

回答の得られたコミュニティFM 放送局運営形態は80局中36

局が「株式会社」、41局が「第3 セクター（株式会社の形態

も含む）」と大きく2 つの形態に分けられる（表2 ）。

形態 局数
1. 株式会社 36
2. 第3 セクター(含む株式会社) 41
3.NPO 0
4. その他 3

合計 80

表2 運営形態

② 設立の目的・ きっかけ

設立の目的 として、主に「防災対策」 としている放送局は80 局中69 局 とほとんどの局が回答して

いた。 また、「市民参加・まちづくりの場 として」は42局、「行政情報の補完」は38 局であった（【112】。

また、設立 のきっかけとしては、「有志による呼 びかけ」47局であり、「行政主導」が20 局、「既存

メディアからの展開」 は12局という結果であった （図3 ）。
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局数304050GO70so

図2 設立の目的

(3) 運営状況

① 主な資金源

資金源は、75局が回答した「広告料金」からの

収入が主なものであり、これに加えて「広告制作

料金」「番組制作料金」からの収入を資金源として

いる。また20局が回答したブライダル事業やイベ

ント事業などの「放送事業外事業」を収入源とす

る放送局も見られた（図4 ）。

② 放送事業における財政状況

放送事業における財政状況は62局が「厳しい状

況だが見通しはある」を回答し、「ほぽ健全であり

厳しさはない」は8 局、「危機的状況である」は7

局とそれぞれ1 割に満たなかった（図5 ）。安定し

た経営が成立する放送局は少数であり、大抵は厳

しい財政状況下での放送事業の運営となる

③ 運営上の問題点

運営上の問題点としては「運営費不足」が47局、

「リスナーの獲得」が37局、「スタッフ・人材不足」

が32局であった( 図6) 。危機的状況ではないにし

ても、財政的には厳しい状況であり、ラジオ放送

業務だけでは維持管理が困難であることが明らか

になった。
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（4） 住民参加・自治体との関係

① 情報発信の内容・テーマ

コミュニティFM 局が設定する情報発信の内容・

テーマに関しては、「情報発信の場の提供」66局、「地

域活性化」50局、「防災」51局、「市民参加」49局、と

設立時の目的を達成すべく放送活動を行っている（図7

）。
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② 放送局の方針

放送局の方針として住民参加をあげているかという質問に対し、75局が「はい」と回答した。そ

の対象となる住民の定義を見ると、「可聴範囲での地域住民」を53局、「行政区での地域住民」を16

局と、必ずしも行政区の住民を対象として放送を行っているわけではないことが明らかになった（表3

）。

住民参加の有無 局数 住民・市民の定雄 局数

1. はい 75

1. 聴取者 26
2. 可聴範囲での地域住民 53
3. 行政区での地域住民 16
4. その他 7

2. いいえ 5 - -

表3 住民参加の有無と住民の定義

③ 自治体の参加の状況

自治体の参加状況をみると、回答のあったコミュニティFM

の内65局で自治体による番組制作が行われていた（図8 ）。

自治体番組の主な内容としては「広報の読み上げ」56局、「行

事・イベント告知」53局であり、次いで「防災」33局、「公共事

業に対する情報公開」26局であった。テーマを設けず、総合的

白洽俐こよる制作番組の有剱

喘゙参 ノ

な自治体情報 の補完 として利用してい る傾向があった。（図9 ） 図8 自治体による制作番組の有無

また、自治体番組などのラジオ放送を活用して、一つのテー

マ に対 する住民 と行政の意見交換 の機会の有無につ

いては、12局が「ある」、55局が「いいえ」と回答し

ていた（図10）。

以上の回答結果から、住民参加や自治体による番

組制作や情報発信は各局でされているが、番組ごと

に独立したテーマとその一方的な伝達にとどまり、

一つのテーマに対する意見交換や対談など住民と自

治体のコミュニケーションの機会として放送を利用
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している放送局は少ないと言える。

4 。まとめ ーアンケート結果から見た考察(1)

運営状況の傾向

テーマに対する住民と行政の意見3B換の有慨

2.I'll*

倫

繋

コミュニティFM の活動には、行政区・学校区など既存コミュ 図10 住民と行政の意見交換の有無

ニティを基準とした「官製コミュニティ先行型」と、既存の枠

にとらわれない自由度の高い空間を提供していく「テーマ共有・表現先行型」の大きく2 つの傾向

がみられた。前者は主に第3 セクターの形態をとっており、発信する情報は画一化しやすく、放送

内容などに関する制約要因の発生が見られる

が、安定した運営と既存空間の維持・発展に

つながっている。後者の活動については、行

政区・学校区のような「官製コミュニティ」

と必ずしもリンクしているわけではなく、ラ

ジオ空間をステージとして文化・伝統・福祉

等のテーマを共有する新しいタイプのコミュ

ニティの発生と、都市の個性の抽出や新たな

地域テーマの発生などの可能性が期待される

（図11）。
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（2） 運営上の問題点・課題

地域性と公共性の高い情報インフラであると同時に一つの企業体であるため、情報コンテンツ等

の充実をはかろうとしても、運営費・資金・人材不足など維持管理や経営優先になりやすいといっ

た運営上の体質を持つ。

コミュニティFM 局の最大の問題として共通するのは、運営費・資金不足であり、どのように収入

を得て事業の継続を図っていくかという課題である。その解決策は運営資金の収入源である地域内

のスポンサーの獲得にある。一部のFM 局は自治体からの多額の広告収入、補助金を得ているとこ

ろもあるが、大部分は主な収入源を地域内の企業などによるスポンサーからの広告費から得ている。

聴取率の向上は安定したスポンサーの確保につながり、企業収益率を高めるため、スポンサーのつ

く質の高い番組が求められるが、市民の放送局である点からも番組内容のクオリティや制作技術力

の限界の問題など理想と現実のギャップが大きい。また、放送エリアを広域化することでスポンサー

の獲得も比較的容易になるが、立地の問題や広域化に対応する設備や費用が十分でないため広域化

に対するジレンマが生じている。

第3 セクターにおいては比較的に自治体からの支援・協力を得られているが、市町村合併・政令指

定都市となった場合のエリア拡大の問題に対しては、行政圏を対称にしているにもかかわらず合併
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により新たに市となった全域をカバーできない状況に陥るケースもある。カバーするためには増力、

中継所による増波が必要であるが、現状では総務省の規定では20W 以上、2 波以上は認められてい

ない。エリアの狭さの問題（聴取者が少ない、クライアントが少ないなど）から、収益増大のため

に放送エリア拡大を計画するFM 局もあるが、合併のような不可抗力での対象地域自体の拡大への

対応に対してはほとんどのFM 局が難色を示し、対応しきれないのが現状である。コミュニティFM

が制度化され10年が経過するが、市町村合併などに見られる急激な地域社会の変化に柔軟に対応で

きるよう制度自体の見直しの必要性がある。

コミュニティFM 局の方針としてまちづくりや住民参加に対する意識は高く様々な試みがされて

いたが、地域住民や地域自治体からの反応が薄く十分な支援や協力が得られない、番組への参加が

あってもそれぞれの独立した番組からの一方的な情報発信のみで、コミュニケーションの機会とし

て効果的に活用している放送局は少数であった。

コミュニティFM 局を設立、もしくは立地しているという環境にあっても、当該自治体においては

電波利用の有効性、防災・災害時情報に対して低意識であるなど、その効果を最大限に活かしきれ

ていない現状もみられた。既存メディアに比べ、地域生活に密着し公的な要素が高い放送を提供し

ていくコミュニティFM の活動にとって、可聴範囲の自治体との関係が希薄である点は存続する上

での大きな問題であると考えられる。
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